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議案第１号 説明資料

「 」 （ ）１ 工 事 名 道の駅 しほろ温泉プラザ緑風 施設再整備工事 建築主体

２ 工 事 場 所 士幌町字下居辺西２線１３４番地

３ 入札執行日時 令和６年４月３０日 午前９時００分

４ 指 名 業 者 名 萩原建設工業株式会社

川田工業株式会社

北斗産業株式会社

株式会社市川組

藤原工業株式会社

株式会社ネクサス

武田建設株式会社

株式会社佐藤工務店

株式会社髙橋組

株式会社平田建設

５ 入 札 経 過 第１回決定

６ 予 定 価 格 ４４０，２７５，０００円（税込）

７ 落 札 率 ９７．９４％

８ 最高入札金額 ４４０，０００，０００円（税込）

９ 工 事 概 要 ＲＣ造地上３階地下１階建

延べ床面積 ３，５９３．８８㎡

・大浴場、客室及びレストランの改修一式

・フロント及び事務所の配置換えに伴う改修一式
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議案第２号 説明資料

「 」 （ ）１ 工 事 名 道の駅 しほろ温泉プラザ緑風 施設再整備工事 電気設備

２ 工 事 場 所 士幌町字下居辺西２線１３４番地

３ 入札執行日時 令和６年４月３０日 午前９時００分

４ 指 名 業 者 名 川岸電設株式会社

大昭電気工業株式会社

株式会社北口電器商会

士幌電設株式会社

株式会社振興電気

加藤電気工業株式会社

光和電建有限会社

５ 入 札 経 過 第１回決定

６ 予 定 価 格 ８５，９６５，０００円（税込）

７ 落 札 率 ９７．５３％

８ 最高入札金額 ８４，８２１，０００円（税込）

９ 工 事 概 要 ＲＣ造地上３階地下１階建

延べ床面積 ３，５９３．８８㎡

・建築主体及び機械設備改修に関する電気工事一式
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議案第３号 説明資料

「 」 （ ）１ 工 事 名 道の駅 しほろ温泉プラザ緑風 施設再整備工事 機械設備

２ 工 事 場 所 士幌町字下居辺西２線１３４番地

３ 入札執行日時 令和６年４月３０日 午前９時００分

４ 指 名 業 者 名 池田煖房工業株式会社 帯広営業所

三洋興熱株式会社

フジ暖房工業株式会社

熱原設備株式会社

株式会社奥原商会

株式会社笹原商産

森設備工業株式会社

株式会社王勝設備

有限会社丸イ末永金物店

有限会社小椋商事

５ 入 札 経 過 第１回決定

６ 予 定 価 格 ６９４，８５９，０００円（税込）

７ 落 札 率 ９８．１０％

８ 最高入札金額 ６９３，０００，０００円（税込）

９ 工 事 概 要 ＲＣ造地上３階地下１階建

延べ床面積 ３，５９３．８８㎡

・給湯、温泉設備及び各配管等の更新一式

・排湯熱回収ヒートポンプ（空調設備）等の設置一式
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配管スペース
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倉庫
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S
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ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

US

タタミ洋室

洗面 WC

タタミ洋室

洗面
WC

タタミ洋室

洗面 WC

タタミ洋室

洗面WCUS US US US

道の駅「しほろ温泉プラザ緑風」施設再整備工事

地階平面図

〈客室棟〉
・客室の改修×5部屋

〈浴場棟〉
・給湯、空調、温泉設備、配管の更新
・排湯熱回収ヒートポンプの設置

〈全棟〉
・各所改修に伴う電気工事
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休憩

主玄関

風除室(A)

仮眠

風除室

サウナ
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WC(男)

休憩室
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待合休憩ｺｰﾅｰ
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階段C
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サウナ
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洗場
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貸切浴脱衣

貸切浴

浴場棟
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EVﾎｰﾙ
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交流ホール
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テラス

交流棟
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給湯
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源泉湯 大浴槽 浅湯

休息場

DS

脱衣WC

脱衣WC

テレビ

授乳室 ﾍﾞﾋﾞｰｺｰﾅｰ

個室

個室

個室

足湯

カフェラウンジ

掃除具入れ

休息場

事務所

棚

冷凍ストック 宿直
WC(男)

WC(女)
HCWC

棚

SK

フロント
センター

ゴミ箱

ステーション

テーブル

DN

既設　緑風荘

既設　渡り廊下
DN

改修後

棚

階段B

ﾍﾞﾝﾀﾞｰ

ｺｰﾅｰ
WC洗面

和洋室
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

US

タタミ洋室

洗面 WC US

タタミ洋室

洗面WCUS

タタミ洋室

洗面 WC US

タタミ洋室

洗面WCUS

EV

ロッカー
従業員
休憩室

道の駅「しほろ温泉プラザ緑風」施設再整備工事

1階平面図

〈浴場棟〉
・大浴場の改修
・休憩室改修

〈交流棟〉
・事務所、フロントの配置換えに伴う改修一式
・レストランのバリアフリー化

〈客室棟〉
・客室の改修×5部屋

〈全棟〉
・各所改修に伴う電気工事
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浴場棟

庇-1

屋根

廊下
階段C

パントリー

吹抜

吹抜

空調機械室

吹抜

WC(女)

階段A

EV PS

EPS

EVﾎｰﾙ

(1)

倉庫

WC(男)

客室棟

庇-2

RDRD

庇-3

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

吹抜

RD RD

交流棟

S

屋上-4
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ﾀﾗｯﾌﾟ

吹抜

廊下

階段B
ロフト

小屋裏

洋室

小屋裏

洋室

吹抜 吹抜

プレイルーム

廊下

吹抜吹抜

既設　緑風荘

既設　渡り廊下

改修後

階段B

ﾍﾞﾝﾀﾞｰ

ｺｰﾅｰ

タタミ洋室

洗面 WC

洋室

洗面WC

洋室

洗面 WC

タタミ洋室

CL

洗面WCWC洗面

和洋室
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

研修室(A)
研修室(B)

US US US US

US

道の駅「しほろ温泉プラザ緑風」施設再整備工事

2階平面図

〈客室棟〉
・客室の改修×5部屋

〈全棟〉
・各所改修に伴う電気工事
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議案第４号 説明資料

１ 入札執行日時 令和６年４月３０日 午前９時００分

２ 指 名 業 者 名 コマツ道東株式会社 帯広支店

北海道運搬機株式会社 帯広支店

３ 入 札 経 過 第１回決定

４ 予 定 価 格 ３１，２７４，７６０円（税込）

５ 落 札 率 ７１．７５％

６ 最高入札金額 ３１，３５０，０００円（税込）

７ 概 要 １４ｔ級車輪式（マルチプラウ） １両

納入期限：令和７年３月２４日
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（議案第５号 説明資料） 

 
士幌町町税条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 地方税法等の一部を改正する法律が、令和６年３月 30 日付けで公布

され、同年４月１日から施行されたことに伴い、本町においても、所

要の改正を早急に行う必要がある。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

 令和６年度税制改正（地方税関係）の要旨のとおり 

  

２ 施行期日 

令和６年４月１日 

令和７年４月１日 

公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の１月１日 
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個人住民税の定額減税について

対　象　と　な　る　方

徴収方法（令和６年度分）

○　前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

（定額減税の対象となる方）

①　給与所得に係る特別徴収
　　（給与所得者の方）

➣　令和６年６月分は徴収されず、
　　定額減税「後」の税額が
　　令和６年７月分～令和７年５月分
　　の11か月で均されます。

R６．６ ７ ８ ９ 10 11 12 R７．１ ２ ３ ４ ５

６月分は徴収されません

R６．４ ６ ８ 10 12 R７．２

税
負
担

仮特別徴収税額
（前年度分の税額の1/2を３期分で徴収）

R６．６ ７ ８ ９ 10 11 12 R７．１ ２ ３ ４ ５

Ｒ６.６ ８ 10 Ｒ７.１

Ｒ６.６ ８ 10 Ｒ７.１

６月分から控除（控除しきれない場合は８月分から順次控除）

R６．４ ６ ８ 10 12 R７．２

10月分から控除（控除しきれない
場合は12月分から順次控除）

税
負
担

税
負
担

通
　
　
常

定
額
減
税
後

②　普通徴収
　　（事業所得者等の方）

➣　　定額減税「前」の税額をもとに
　　算出された第１期分（令和６年６月

分）の税額から控除され、控除しき
れない場合は、第２期分（令和６年８
月分）以降の税額から、順次控除さ
れます。

通
　
　
常

定
額
減
税
後

税
負
担

税
負
担

③　公的年金等に係る所得に係る
特別徴収（年金所得者の方）

➣　　定額減税「前」の税額をもとに算
出された令和６年10月分の特別徴
収税額から控除され、控除しきれな
い場合は、令和６年12月分以降の特
別徴収税額から、順次控除されます。

通
　
　
常

定
額
減
税
後

税
負
担

特別徴収税額
（当年度分の税額から仮特別徴収税額を

除いた税額を３期分で徴収）

　減　　税　　額

○　本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円
※１　定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※２　同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※３　控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の個人住民税において

１万円の定額減税が行われます。

○　定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○　減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）が支給されます。
　　

そ　の　他

R5に確定・通知済み

　わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和６
年分の所得税及び令和６年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
　個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

議案第５号　説明資料
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料
 

令
和
６
年
度
税
制
改
正
（
地
方
税
関
係
）
の
要
旨
 

 

税
目
・
改
正
項
目
 

改
正
内
容
 

条
例
 

地
方
税
法
等
 

適
用
期
日
等
 

個
人
町
民
税
 

                           

１
.寄

附
金
税
額
控
除
 

    ２
.町

民
税
の
減
免
  

 ３
．
公
益
法
人
等
に
係

る
町
民
税
の
課
税
特

例
  

  ４
．
令
和
６
年
度
分
の

個
人
の
町
民
税
の
特

別
税
額
控
除
  

 ５
．
令
和
６
年
度
分
の

個
人
の
町
民
税
の
納

税
通
知
書
に
関
す
る

特
例
 

  ６
．
令
和
６
年
度
分
の

公
的
年
金
等
に
係
る

個
人
の
町
民
税
に
関

す
る
特
例
 

  

公
益
信
託
の
見
直
し
に
伴
う
所
得
税
法
の
規
定
の
見
直
し
に
伴
う
規
定
の
整
備
。
 

    ○
職
権
に
よ
る
減
免
を
可
能
と
す
る
規
定
の
追
加
。
 

 ○
法
改
正
に
伴
い
、
課
税
特
例
を
削
除
。
 

    〇
令
和
６
年
度
分
の
個
人
町
民
税
に
限
り
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
，
８
０
５
万
円
以
下

で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
所
得
割
か
ら
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
す
る
。
 

  〇
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
、
均
等
割
及
び
所
得
割
と
も
に
令
和
６
年
６
月
に
お

い
て
徴
収
せ
ず
、
特
別
税
額
控
除
後
の
税
額
を
同
年
７
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
１
１
カ
月
で

徴
収
す
る
。
 

 
普
通
徴
収
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
６
月
に
徴
収
す
べ
き
税
額
か
ら
特
別
税
額
控
除
を
行
い
、

控
除
し
き
れ
な
い
金
額
は
、
第
２
期
分
以
降
の
税
額
か
ら
順
次
控
除
す
る
。
 

 〇
公
的
年
金
等
の
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
１
０
月
１
日
以
降
最
初
に
支

払
い
を
受
け
る
公
的
年
金
等
の
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
か
ら
特
別
控
除
を
行
い
、
控
除
し

き
れ
な
い
金
額
は
、
同
年
１
２
月
以
降
の
税
額
か
ら
順
次
控
除
す
る
。
 

  

第
34

条
の
７
 

    第
51

条
 

 附
則
第
４
条
の
２
 

    附
則
第
７
条
の
５
 

   附
則
第
７
条
の
６
 

     附
則
第
７
条
の
７
 

    

第
31
4
条
の
７
 

    第
32
3
条
 

 附
則
第
３
条
の
２

の
３
 

   附
則
第
５
条
の
８
 

   附
則
第
５
条
の
９
 

     附
則
第
５
条
の

11
 

   

公
益
信
託
に
関
す
る

法
律
の
施
行
の
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
の

１
月
１
日
 

 令
和
６
年
４
月
１
日
 

 公
益
信
託
に
関
す
る

法
律
の
施
行
の
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
の

１
月
１
日
 

 令
和
６
年
４
月
１
日
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料
 

税
目
・
改
正
項
目
 

改
正
内
容
 

条
例
 

地
方
税
法
等
 

適
用
期
日
等
 

個
人
住
民
税
 

    固
定
資
産
税
 

                         

７
．
令
和
７
年
度
分
の

個
人
の
町
民
税
の
特

別
税
額
控
除
 

  １
.固

定
資
産
税
の
非

課
税
の
範
囲
 

 ２
．
固
定
資
産
税
の
減

免
 

 ３
.法

附
則
第

15
条

第
２
項
第
１
号
等
の

条
例
で
定
め
る
割
合
 

 ４
．
新
築
住
宅
等
に
対

す
る
固
定
資
産
税
の

減
額
の
規
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
が

す
べ
き
申
告
 

 ５
．
令
和
７
年
度
又
は
 

令
和
８
年
度
に
お
け

る
土
地
の
価
格
の
特

例
 

 ６
.令

和
６
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
特
例
 

  

〇
控
除
対
象
配
偶
者
以
外
の
同
一
生
計
配
偶
者
を
有
す
る
者
（
納
税
義
務
者
本
人
の
合
計
 

所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
超
、
か
つ
、
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
４
８
万
円
以
下
の
者
） 

の
所
得
割
の
額
か
ら
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
す
る
。
 

  〇
法
改
正
に
伴
い
、
改
正
す
る
。
 

  ○
職
権
に
よ
る
減
免
を
可
能
と
す
る
規
定
を
追
加
。
 

  ○
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
う
ち
、
一
定
の
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
わ
が
ま
ち
特
例
の
割
合
（
７
分
の
６
）
を
定
め
る
規
定
を
新
設
。
 

  ○
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
係
る
特
例
に
つ
い
て
、
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合
で
も
、
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
特
例
を
適
用
で
き
る
こ
と
と
す
る
規
定
を
新
設
。
 

    ○
地
価
等
の
下
落
が
見
ら
れ
る
場
合
、
据
置
年
度
（
令
和
７
年
度
又
は
令
和
８
年
度
）
に
お
い

て
価
格
の
下
落
修
正
が
で
き
る
特
例
措
置
を
継
続
す
る
。
 

   ○
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
負
担
調
整
措
置
（
価
格
が
上
昇
し
た
場
合
、
税
負
担
の
急
激
な

上
昇
を
緩
和
す
べ
く
課
税
標
準
額
を
調
整
す
る
措
置
）
を
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
の
３

年
間
延
長
す
る
。
 

  

附
則
第
７
条
の
８
 

    第
56

条
 

  第
71

条
 

  附
則
第

10
条
の
２
 

   附
則
第

10
条
の
３
 

     附
則
第

11
条
の
２
 

    附
則
第

12
条
 

附
則
第

13
条
 

   

附
則
第
５
条
の

12
 

    第
34
8
条
 

  第
36
7
条
 

  附
則
第

15
条
 

   附
則
第

15
条
の
７
 

規
則
附
則
第
７
条
 

    附
則
第

17
条
の
２
 

    附
則
第

18
条
 

附
則
第

19
条
 

   

令
和
６
年
４
月
１
日
 

    令
和
７
年
４
月
１
日
 

  令
和
６
年
４
月
１
日
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料
 

税
目
・
改
正
項
目
 

改
正
内
容
 

条
例
 

地
方
税
法
等
 

適
用
期
日
等
 

特
別

土
地

保

有
税
 

  

１
．
特
別
土
地
保
有
税

の
減
免
 

○
職
権
に
よ
る
減
免
を
可
能
と
す
る
規
定
の
追
加
。
 

（
平
成
１
５
年
度
以
降
、
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
を
停
止
し
、
新
た
な
課
税
は
実
施
し
て
い

な
い
。）

 

第
13
9
条
の
３
 

第
60
5
条
の
２
 

令
和
６
年
４
月
１
日
 

  【
そ
の
他
】
 

引
用
条
項
及
び
文
言
の
整
理
 

○
法
律
の
改
正
に
よ
る
、
引
用
条
項
の
ズ
レ
を
修
正
、
文
言
の
整
理
を
行
う
。
 

 

- 12 -



議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
町
税
条
例
（
昭
和
43
年
条
例
第
15
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
第
１
号
及

び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
所
得
税
法
第
78
条
第
２
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に

掲
げ
る
寄
附
金
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 並

び
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条
の
18
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
の
う
ち
、
北
海
道
税
条
例
（
昭
和
25
年

北
海
道
条
例
第
56
号
）
第
26
条
の
３
第
１
項
第
３
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
法

第
31
4条

の
７
第
１
項
第
２
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
寄
付
金
を
除
く
。
）
を
支
出
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き

額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を

支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
34
条
の
３
及
び
前

条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該

所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
第
１
号
及

び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
所
得
税
法
第
78
条
第
２
項
第
２
号
及
び
第
３
号
  
  
に

掲
げ
る
寄
附
金
（
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
付
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
）
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条
の
18
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
の
う
ち
、
北
海
道
税
条
例
（
昭
和
25
年

北
海
道
条
例
第
56
号
）
第
26
条
の
３
第
１
項
第
３
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
法

第
31
4条

の
７
第
１
項
第
２
号
  
  
  
  
  
に
掲
げ
る
寄
付
金
を
除
く
。
）
を
支
出
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き

額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を

支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
34
条
の
３
及
び
前

条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該

所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
町
民
税
の
減
免
）
 

（
町
民
税
の
減
免
）
 

第
51
条
 
（
略
）
 

第
51
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
  
町
民
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類

を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
町
長
が
、
当
該
者
が
同
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
町
民
税
を
減
免
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
町
民
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類

を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

(1
)～

(3
) 
（
略
）
 

(1
)～

(3
) 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
  
町
民
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場

合
に
は
  
  
  
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
町
民
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
固
定
資
産
の
非
課
税
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）
 

（
固
定
資
産
の
非
課
税
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）
 

第
56
条
 
法
第
34
8条

第
２
項
第
９
号
、
第
９
号
の
２
若
し
く
は
第
12
号
の
固
定
資
産
又
は

同
項
第
16
号
の
固
定
資
産
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
が
設
置
す
る
医
療
関

係
者
の
養
成
所
に
お
い
て
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
本

文
の
規
定
の
適
用
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
地
に
つ
い
て
は
第
１
号
及
び
第
２
号
に
、

家
屋
に
つ
い
て
は
第
３
号
及
び
第
４
号
に
、
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
第
５
号
及
び
第
６
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
が
学
校
法
人

若
し
く
は
私
立
学
校
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
27
0号

）
第
15
2条

第
５
項
の
法
人
、
公
益
社

団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
宗
教
法
人
若
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
で
幼
稚
園
を
設

置
す
る
も
の
、
医
療
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
20
5号

）
第
31
条
の
公
的
医
療
機
関
の
開
設

者
、
令
第
49
条
の
10
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財

団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第
９
号
の
２
に
規
定
す

る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
社

会
福
祉
法
人
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
健
康

保
険
組
合
連
合
会
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連

合
会
で
看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
助
産
師
、
臨
床
検
査
技

師
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
養
成
所
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人

若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
図
書
館
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益

財
団
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
で
博
物
館
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
28
5号

）
第
２
条
第
１

項
の
博
物
館
を
設
置
す
る
も
の
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
学
術
の

研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
所

第
56
条
 
法
第
34
8条

第
２
項
第
９
号
、
第
９
号
の
２
若
し
く
は
第
12
号
の
固
定
資
産
又
は

同
項
第
16
号
の
固
定
資
産
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
が
設
置
す
る
医
療
関

係
者
の
養
成
所
に
お
い
て
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
項
本

文
の
規
定
の
適
用
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
地
に
つ
い
て
は
第
１
号
及
び
第
２
号
に
、

家
屋
に
つ
い
て
は
第
３
号
及
び
第
４
号
に
、
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
第
５
号
及
び
第
６
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
が
学
校
法
人

若
し
く
は
私
立
学
校
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
27
0号

）
第
64
条
第
４
項
 の

法
人
、
公
益
社

団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
宗
教
法
人
若
し
く
は
社
会
福
祉
法
人
で
幼
稚
園
を
設

置
す
る
も
の
、
医
療
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
20
5号

）
第
31
条
の
公
的
医
療
機
関
の
開
設

者
、
令
第
49
条
の
10
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財

団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第
９
号
の
２
に
規
定
す

る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
社

会
福
祉
法
人
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
健
康

保
険
組
合
連
合
会
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連

合
会
で
看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
助
産
師
、
臨
床
検
査
技

師
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
養
成
所
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人

若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
図
書
館
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益

財
団
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
で
博
物
館
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
28
5号

）
第
２
条
第
１

項
の
博
物
館
を
設
置
す
る
も
の
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
学
術
の

研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
所
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案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

有
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
当
該

学
校
法
人
等
に
無
料
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
町
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

有
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
当
該

学
校
法
人
等
に
無
料
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
町
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

（
固
定
資
産
税
の
減
免
）
 

（
固
定
資
産
税
の
減
免
）
 

第
71
条
 
（
略
）
 

第
71
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
  
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を

証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
町
長
が
、

当
該
者
が
所
有
す
る
固
定
資
産
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
り
、
か
つ
、
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を

証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

(1
)～

(5
) 
（
略
）
 

(1
)～

(5
) 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
  
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し

た
場
合
に
は
  

  
 、

直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
）
 

第
13
9条

の
３
 
（
略
）
 

第
13
9条

の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
  
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
町
長

が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又
は
取
得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土
地
保
有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(1
)～

(3
) 
（
略
）
 

(1
)～

(3
) 
（
略
）
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３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
  
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

  

（
公
益
法
人
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
４
条
の
２
 
当
分
の
間
、
租
税
特
別
措
置
法
第
40
条
第
３
項
後
段
（
同
条
第
６
項
か
ら
第

10
項
ま
で
及
び
第
11
項
（
同
条
第
12
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適

用
を
受
け
た
同
法
第
40
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
（
同
条
第
６
項
か
ら
第
11
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等
と
み
な
さ
れ
る
法
人
を
含
む
。
）

を
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
贈
与
又
は
遺
贈
を
行
っ
た
個
人
と
み
な
し
て
、
令
附
則
第
３

条
の
２
の
３
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
同
項
に
規
定
す
る
財
産
（
同
法
第
40
条

第
６
項
か
ら
第
11
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
み
な
さ
れ
る
資
産

を
含
む
。
）
に
係
る
山
林
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
に
係
る

町
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

（
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）
 

第
７
条
の
５
 
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
５
条
の
８
第
４
項
及

び
第
５
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
町
民
税
に
係
る
令
和
６
年
度
分
特
別

税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
1,
80
5万

円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義

務
者
（
次
条
及
び
附
則
第
７
条
の
７
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と

い
う
。
）
の
第
34
条
の
３
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
９
ま
で
、
附
則
第
５
条
第
２

項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
、
前
条
及
び
附
則
第
９
条
の

２
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
７
第
２
項
、
第
47
条
の
５
第
１

項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
７
第
２
項
及
び
前
条
中
「
附
則
第

５
条
の
６
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項
及
び
第
５
条
の
８
第
６
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項
」
と
、
第
47
条
の
５
第
１
項
中
「
課
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
７
条
の
５
第
１
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の
前
々
年
中
」
と
あ
る

の
は
「
の
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
、

「
、
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
す
る
。
 

（
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
の
納
税
通
知
書
に
関
す
る
特
例
）
 

第
７
条
の
６
 
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
個
人
の
町
民
税
の
納
税
通
知
書

に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
に
つ
い
て
は
、
第
41
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の

町
民
税
の
額
（
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る

普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
を
い
う
。
）
、
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収

に
係
る
個
人
の
道
民
税
の
額
（
法
附
則
第
５
条
の
８
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
の
適

用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
道
民
税
の
額
を

い
う
。
）
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら

そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
、
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
道
民
税

の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）

が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
を
４
で
除
し

て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
1,
00
0円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の

全
額
が
1,
00
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
３
を
乗
じ
て
得
た
金

額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
か
ら
控
除

し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
１
期
分
金
額
」
と
い
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う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額

は
、
第
40
条
第
１
項
に
規
定
す
る
第
１
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
次
条
第

１
項
に
お
い
て
「
第
１
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額

か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
額

と
し
、
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。
 

(2
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額

と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記

載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
１
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
40
条

第
１
項
に
規
定
す
る
第
２
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
「
第

２
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金

額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額

を
控
除
し
た
額
と
し
、
第
40
条
第
１
項
に
規
定
す
る
第
３
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
第
３
期
納
期
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
第
４
期
の
納
期

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
４
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割

金
額
と
す
る
。
 

(3
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
金

額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の

納
付
額
は
、
第
１
期
納
期
及
び
第
２
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
３
期
納

期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
２
を
乗
じ
て
得
た

金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第
４
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。
 

(4
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
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控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
金
額

と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納

付
額
は
、
第
１
期
納
期
、
第
２
期
納
期
及
び
第
３
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と

し
、
第
４
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
、
普

通
徴
収
に
係
る
個
人
の
道
民
税
の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算

額
と
す
る
。
 

２
 
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
（
第
１
期
納
期
か
ら
第
47
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
同
項
の
規

定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。
 

（
令
和
６
年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
関
す
る
特
例
）
 

第
７
条
の
７
 
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
第
47
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の

町
民
税
（
第
３
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
町
民
税
」
と
い

う
。
）
の
額
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

(1
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の

町
民
税
の
額
（
附
則
第
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に

算
出
さ
れ
る
第
47
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
（
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税
額
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号
及
び

第
５
号
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と
い

う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
３
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者

の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
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項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税

の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
か
ら
特
別
税
額
控

除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係

る
個
人
の
町
民
税
の
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
２
で
除
し
て

得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
1,
00
0円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全

額
が
1,
00
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た

金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
２
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
特
別
税

額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る

金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
１
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
第
１
期
納
期
及
び
第
２
期
納
期
に
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴

収
対
象
税
額
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
47
条
の
３
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給

付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収

対
象
税
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
１
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
か

ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た

残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
第
２
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
に
相
当

す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
を
３

で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
10
0円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金

額
の
全
額
が
10
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨

て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
２
を
乗
じ
て
得
た

金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
か
ら
控
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除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
10
月
分
金
額
」
と
い

う
。
）
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
12
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

(2
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
１
期
分

金
額
と
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対

象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
１
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と

し
、
第
２
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額

と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除

額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日

か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
10
月
分
金
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同

年
12
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相

当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

(3
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
と
の
合
計
額
以

上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
及
び
そ
の

者
の
10
月
分
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別

徴
収
対
象
税
額
は
、
第
１
期
納
期
及
び
第
２
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と

し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
10
月
分
金
額

の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額

を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
12
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

(4
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
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10
月
分
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
、
そ
の
者
の

第
２
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
10
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
１
期
納
期
及

び
第
２
期
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
12
月
１
日
か
ら
翌
年
の
１
月
31
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
、
そ
の
者

の
10
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る

個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年

２
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税

額
と
す
る
。
 

(5
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
１
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
２
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
10

月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対

象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
１
期
納
期
及
び
第
２
期
納
期
並
び
に
当
該
年

度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日
か
ら
翌
年
の
１
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額

は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
２
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の

年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
47
条
の
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
２
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の
10
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所

得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
附
則
第
７
条
の
７
第
１
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す

べ
き
額
」
と
す
る
。
 

３
 
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
町

民
税
の
額
（
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
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る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額

（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
額
か
ら
第
47
条
の
５
第
１

項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
３
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
10
0円

未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
10
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と

い
う
。
）
に
２
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係

る
個
人
の
町
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
10
月
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ

の
者
の
10
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税

額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
12
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

(2
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
10
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
10
月
分
金
額

と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額

は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
12
月
１
日
か
ら
翌
年
の
１
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
10
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税

額
、
同
年
２
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相

当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

(3
) 
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
に
係
る
特
別
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税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
10
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
10
月
１
日

か
ら
翌
年
の
１
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
２
月
１
日

か
ら
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
47
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
第
47
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
47
条
の
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
２
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の
10
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所

得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
附
則
第
７
条
の
７
第
３
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す

べ
き
額
」
と
す
る
。
 

５
 
令
和
６
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
き
第
47
条
の
６
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

（
令
和
７
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）
 

第
７
条
の
８
 
令
和
７
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
５
条
の
12
第
３
項
及

び
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
町
民
税
に
係
る
令
和
７
年
度
分
特
別

税
額
控
除
額
を
、
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
34
条

の
３
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
９
ま
で
、
附
則
第
５
条
第
２
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
４
及
び
附
則
第
９
条
の
２
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
規
定

す
る
場
合
に
お
い
て
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
規
定

す
る
場
合
に
お
い
て
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
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る
租
税
特
別
措
置
法
第
25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事

項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
は
第
33
条
か
ら
第
34
条
の
３
ま
で
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
附
則
第
７

条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
附
則
第
７

条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

る
租
税
特
別
措
置
法
第
25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事

項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
は
第
33
条
か
ら
第
34
条
の
３
ま
で
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
附
則
第
７

条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
前
条
  
  

  
  
  
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
５

第
１
項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と

あ
る
の
は
  
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
８
条
第
２
項
」
と
、
附
則
第
７
条
の
５
第
１
項
中

「
前
条
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
、
附
則
第
８
条
第
２
項
及
び
」
と
、
前
条
中
「
附
則

第
７
条
の
４
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
７
条
の
４
、
次
条
第
２
項
及
び
」
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
９
第
１
項
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
  
  
  
  
  
  
「
前
３
条
」
と

あ
る
の
は
、
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
８
条
第
２
項
」
と
す
る
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
。
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

第
10
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の
条

例
で
定
め
る
割
合
は
７
分
の
６
と
す
る
。
 

 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
４
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
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12
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
４
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
４
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 
13
 
法
附
則
第
15
条
第
32
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
32
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
33
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
37
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
38
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
38
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 

17
 
法
附
則
第
15
条
第
44
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 

18
 
（
略
）
 

16
 
（
略
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

す
べ
き
申
告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

す
べ
き
申
告
）
 

第
10
条
の
３
 
（
略
）
 

第
10
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
町
長
は
、
法
附
則
第
15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区

分
所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
20
年
法
律
第
87
号
）
第
５
条

第
４
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第
15
条
の
７
第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
内

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
４
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
区
分

所
有
に
係
る
住
宅
が
法
附
則
第
15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
１
項
又
は
第
２
項

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

４
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

５
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

７
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢
者

等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢
者

等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
８
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)～

(7
) 
（
略
）
 

(1
)～

(7
) 
（
略
）
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損
失

防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損
失

防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
11
項
各
号
に
掲
げ
る
  
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同

条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損

失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同

条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損

失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
12
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
11
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

(1
)～

(6
) 
（
略
）
 

11
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ
ン

シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
17
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ
ン

シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
16
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)～

(5
) 
（
略
）
 

(1
)～

(5
) 
（
略
）
 

12
 
法
附
則
第
15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
12
3号

）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
19
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

17
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
12
3号

）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
19
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
18
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該
耐

震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

(5
) 
施
行
規
則
附
則
第
12
条
第
13
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該
耐

震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

(6
) 
（
略
）
 

(6
) 
（
略
）
 

13
 
（
略
）
 

12
 
（
略
）
 

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

第
11
条
 
（
略
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

（
令
和
７
年
度
又
は
令
和
８
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

（
令
和
４
年
度
又
は
令
和
５
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

第
11
条
の
２
 
町
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
町
長
が
土
地
の
修
正
前
の

価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。
）
を
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く
均
衡
を

失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

は
、
第
61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
７
年
度
分
又
は
令
和
８
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
価

格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

第
11
条
の
２
 
町
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
町
長
が
土
地
の
修
正
前
の

価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。
）
を
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く
均
衡
を

失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

は
、
第
61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
４
年
度
分
又
は
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
価

格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
７
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
７
年
度
類

似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
８
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

は
、
第
61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と

す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
４
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
４
年
度
類

似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

は
、
第
61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と

す
る
。
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
特
例
）
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
特
例
）
 

第
12
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の

第
12
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
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条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
10
0分

の
５
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （

当
該
宅
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15

条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調

整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税

額
と
す
る
。
 

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
10
0分

の
５
（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
あ
っ
て
は
、
10
0分

の
2.
5）

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15

条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調

整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税

額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10

分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法

第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業

地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場

合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度
分

  
  
  
  
  
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10

分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法

第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業

地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場

合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分

の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34

9条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
及
び
令
和
５
年
度
分

  
  
  
  
  
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分

の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34

9条
の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
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る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資

産
税
額
と
す
る
。
 

る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資

産
税
額
と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
0.
6以

上
0.
7以

下
の
も

の
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第

１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら

の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商

業
地
等
据
置
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
0.
6以

上
0.
7以

下
の
も

の
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第

１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら

の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商

業
地
等
据
置
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
0.
7を

超
え
る
も
の
に

係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資

産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
0.
7を

超
え
る
も
の
に

係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
に
10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資

産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
）
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
）
 

第
13
条
 
農
地
に
係
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当

第
13
条
 
農
地
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当

- 31 -



議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の

３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
）
に
、
当
該
農
地

の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調

整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額

と
す
る
。
 

該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の

３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
農
地

の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調

整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額

と
す
る
。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
免
税
点
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）
 

（
免
税
点
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）
 

第
14
条
 
附
則
第
12
条
、
第
13
条
又
は
第
13
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
限
り
、
第
63
条
に
規
定
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
は
、

附
則
第
12
条
又
は
第
13
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
、
農
地
又
は
市
街
化
区
域
農

地
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
附
則
第
13
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
街
化
区

域
農
地
（
附
則
第
13
条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
街
化
区
域
農
地
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
附
則
第
13
条
の
２
第
１
項
（
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
 

）
に
規
定
す
る
そ
の
年
度
分
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

第
14
条
 
附
則
第
12
条
、
第
13
条
又
は
第
13
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
限
り
、
第
63
条
に
規
定
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
は
、

附
則
第
12
条
又
は
第
13
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
、
農
地
又
は
市
街
化
区
域
農

地
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
附
則
第
13
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
街
化
区

域
農
地
（
同
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
街
化
区
域
農
地
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
同
条
第
１
項
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
に
規
定
す
る
そ
の
年
度
分
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
15
条
 
附
則
第
12
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第

11
条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
34
9条

の
３
、
第
34
9条

の
３
の

２
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）

に
対
し
て
課
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税

第
15
条
 
附
則
第
12
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第

11
条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
34
9条

の
３
、
第
34
9条

の
３
の

２
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）

に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
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に
つ
い
て
は
、
第
13
7条

第
１
号
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
12
条
第
１
項

か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

に
つ
い
て
は
、
第
13
7条

第
１
号
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
12
条
第
１
項

か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成
18
年
１

月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地

保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
13
7条

第
２
号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
附
則
第
11
条

の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に

規
定
す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第

11
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）

に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
11
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成
18
年
１

月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地

保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
13
7条

第
２
号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
附
則
第
11
条

の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に

規
定
す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第

11
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）

に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

３
～
５
 
（
略
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
３
 
（
略
）
 

第
16
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。
 

 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
か
か
る
事
業
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
か
か
る
事
業
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
４
 
（
略
）
 

第
16
条
の
４
 
（
略
）
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。
 

 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。
 

 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
 
（
略
）
 

第
18
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
19
条
 
（
略
）
 

第
19
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。
 

 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。
 

 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
20
条
の
２
 
（
略
）
 

第
20
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。
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議
案
第
５
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
す
る
。
 

 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
20
条
の
３
 
（
略
）
 

第
20
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。
 

 

３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
附
則
第
７
条
の
５
及
び
附
則
第
７
条
の
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７

条
の
５
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
８
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
す
る
。
 

 

６
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
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（議案第６号 説明資料） 

 

士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の要旨 
 

 

目 的 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度税制改正の大綱（令和５年 12 月 22 日閣議決定）において、国

民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の基準がそれぞれ変更された

ことに伴い、令和６年３月 31 日に地方税法施行令の一部を改正する政令が

公布され、同年４月１日に施行された。 

これを受けて、本町においても士幌町国民健康保険税条例の一部の改正を

行う。 

 

 

概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）後期高齢者支援金分の課税限度額を次のように引上げる。 

区 分 改正前 改正後 引上げ額 

後期高齢者支援金分 22 万円 24 万円 ２万円 

 

（２）国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得の基準を次のように引上げる。 

 改正前 改正後 

５割軽減 43 万円＋29 万円×被保険者数

＋10万円×（給与所得者等の数

－1） 

43 万円＋29.5 万円×被保険者

数＋10 万円×（給与所得者等の

数－1） 

２割軽減 43 万円＋53.5 万円×被保険者

数＋10万円×（給与所得者等の

数－1） 

43 万円＋54.5 万円×被保険者

数）＋10 万円×（給与所得者等

の数－1） 

 

２ 施行期日 

公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
昭
和
43
年
条
例
第
16
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
課
税
額
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に

被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額

が
24
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
24
万
円
と

す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に

被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額

が
22
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
22
万
円
と

す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
23
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国

民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
65
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
65
万

円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
24
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
24
万

円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万
円
）
の

合
算
額
と
す
る
。
 

第
23
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国

民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
65
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
65
万

円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
22
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
22
万

円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万
円
）
の

合
算
額
と
す
る
。
 

(1
) 
（
略
）
 

(1
) 
（
略
）
 

(2
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

(2
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得
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改
正
案
 

現
 
行
 

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
29

万
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
 

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
29

万
円
  
  
  
 を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 （

略
）
 

ア
～
カ
 （

略
）
 

(3
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
54

万
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(3
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
53

万
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 （

略
）
 

ア
～
カ
 （

略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
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